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奥深山さんの免訴を実現する会

＜１＞

　私たちは、貴裁判所に係属中の奥深山幸男さんの日常の生活と裁判を支援し、病気治療

に専念し、奥深山さんの人権が守られるよう活動しています。

　奥深山さんが１９９４年１２月１３日に、貴裁判所に公訴棄却（免訴）を申し立てから

既に１２年が過ぎました。事件から３５年、公判停止から２５年です。奥深山さんはいま

だ統合失調症の治療を受けながら必死で病苦とたたかっています。

　別紙のとおり、全国から奥深山さんの公訴棄却（免訴）を求める要望書が集まっていま

す。２５年間にも及ぶ公判停止は異常な事態であり、奥深山さんの病状が改善しない今、

裁判所は奥深山さんの置かれている状況を真摯に受け止め、一日も早く治療に専念できる

ようすべきです。

　訴訟能力の無い被告人を明文規定が無いからといって、公判停止のまま超長期間放置す

る事は憲法と刑事訴訟法の許すものではありません。極めて重大な人権侵害です。速やか

な公訴棄却（免訴）の決定を求めます。

＜２＞

　２００２年９月に貴裁判所は山上晧氏を鑑定人に選任しました。しかし山上氏は２００

３年夏に奥深山さんに数度面談したのみで、鑑定書を提出していません。山上氏が「昨年

夏ごろ奥深山さんの入院する三枚病院院長に最近の病状を確認した」と裁判所に伝えたと

聞いていましたが、病院長は記憶にないとのことでした。

　鑑定嘱託を受けてから既に３年４ヶ月が過ぎ鑑定書を提出しないのみか、裁判所に対し

て嘘をついている状況では、山上晧氏は鑑定人として不誠実であり不適格であるとしか思

えません。

　速やかに山上鑑定人を解任し、弁護団推薦の鑑定人を選任するよう、要望します。


